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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器本体に設けられる接続部を覆う閉鎖位置と前記接続部を露出する開放位置とに
わたって変位可能に設けられる操作カバー片と、
　前記操作カバー片の表面から突出するように設けられ、前記閉鎖位置と前記開放位置と
にわたって変位するように前記操作カバー片を案内する円弧形状の案内溝が形成される案
内レール片と、
　前記案内溝に嵌合する嵌合突起と、前記案内レール片の変位を当該案内レール片の長手
方向に沿って保持する保持手段を備えるカバー本体とを有し、
　前記嵌合突起は、先端部に向かって傾斜する側壁部を有し、
　前記保持手段は、前記案内溝に前記嵌合突起を嵌合させたとき、該嵌合突起の側壁部と
該案内溝の上端部とが接触した状態で、前記案内レール片を保持することを特徴とする開
閉案内機構。
【請求項２】
　前記案内レール片には、案内溝の開放方向上流側の端部に連なって、前記嵌合突起が着
脱自在に嵌り込んで係止される第１嵌合凹所が形成されることを特徴とする請求項１に記
載の開閉案内機構。
【請求項３】
　前記案内レール片には、案内溝の開放方向下流側の端部に連なって、前記嵌合突起が着
脱自在に嵌り込んで係止される第２嵌合凹所が形成されることを特徴とする請求項１また
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は２に記載の開閉案内機構。
【請求項４】
　前記案内レール片には、前記第１嵌合凹所から開放方向上流側に延び、嵌合突起の先端
部が当接して案内される組込み案内溝が形成されることを特徴とする請求項２に記載の開
閉案内機構。
【請求項５】
　前記案内レール片には、前記第２嵌合凹所内の底面から隆起し、第２嵌合凹所に嵌合し
た嵌合突起の先端部を支持する隆起部が形成されることを特徴とする請求項３に記載の開
閉案内機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凹所に収容される外部入力端子等の接続部を外部から視認できないように覆
うおよびゴミやホコリの侵入を防ぐカバー体において用いられる開閉案内機構に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　ＶＴＲ（Video Tape Recorder）アダプタ等の外部入力端子が前面に備えられている電
子機器に対し、外観の意匠性を向上させるために、電子機器本体に意匠カバーが装着され
る。このような意匠カバーは、外部入力端子を外部に露出させるための開口部を有してお
り、さらに、前記開口部を覆い、開閉可能に設けられる開閉カバーを有している。
【０００３】
　外部入力端子を使用する場合、すなわち外部機器と前記電子機器とを接続する場合には
、開閉カバーを閉鎖位置から変位させることによって、外部入力端子が外部に露出する状
態とされる。逆に、外部入力端子を使用しない場合には、開閉カバーを閉鎖位置に配置す
ることによって、外部入力端子が外部から視認できない状態となる。この状態では、開閉
カバーは外観における美観の向上に寄与する。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２４６１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の開閉カバーは、回転軸に回転可能に取り付けられる構造であった。このような開
閉カバーを有する意匠カバーでは、開閉カバーの変位に起因する意匠カバーと開閉カバー
との干渉を防止するために、意匠カバーに干渉防止用の隙間を設ける必要があった。この
ような隙間は、意匠カバー全体の美観を損ねてしまうという問題があった。
【０００６】
　本発明の目的は、外観における美感を向上させることのできる開閉案内機構を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明（１）は、電子機器本体に設けられる接続部を覆う閉鎖位置と前記接続部を露出
する開放位置とにわたって変位可能に設けられる操作カバー片と、
　前記操作カバー片の表面から突出するように設けられ、前記閉鎖位置と前記開放位置と
にわたって変位するように前記操作カバー片を案内する円弧形状の案内溝が形成される案
内レール片と、
　前記案内溝に嵌合する嵌合突起と、前記案内レール片の変位を当該案内レール片の長手
方向に沿って保持する保持手段を備えるカバー本体とを有し、
　前記嵌合突起は、先端部に向かって傾斜する側壁部を有し、
　前記保持手段は、前記案内溝に前記嵌合突起を嵌合させたとき、該嵌合突起の側壁部と
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該案内溝の上端部とが接触した状態で、前記案内レール片を保持することを特徴とする開
閉案内機構である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明（１）によれば、開閉カバーの開閉による周囲との干渉を防止するための隙間の
幅を可及的に狭くすることができるので、外観における美観を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態の開閉案内機構１を示す断面図である。図２は、図１の切
断面線ＩＩ－ＩＩから見た断面図であり、レール案内部１７を示す図である。図３は、意
匠カバー本体１１の一部を示す正面図である。図４は、操作カバー本体２１を示す正面図
である。なお、図１におけるＸ１方向を上方向，Ｘ２方向を下方向、Ｘ方向を上下方向と
記し、Ｙ１方向を左方向、Ｙ２方向を右方向、Ｙ方向を左右方向、Ｚ１方向を前方向、Ｚ
２方向を後方向、Ｚ方向を前後方向と記す場合がある。また、図１におけるＡ１方向を開
放方向、Ａ２方向を閉鎖方向、Ａ方向を開閉方向と記す場合がある。
【００１０】
　本発明の実施の形態の開閉案内機構１は、たとえば車両のインストルメントパネル（以
下「インパネ」と略す）などに取り付けられ、かつ前面２ａに外部機器との接続用の端子
（以下「接続端子」と記す）３が設けられる電子機器２に対し、その電子機器２の前面２
ａを覆って装着される意匠カバー４において用いられる。
【００１１】
　このような電子機器２は、たとえばデジタルビデオカメラおよびポータブルＤＶＤ（
Digital Versatile Disc）プレイヤーなどの外部機器との接続が可能なＶＴＲアダプタで
あり、ＶＴＲアダプタは音声および映像などを入力するための接続端子３を有する。ＶＴ
Ｒアダプタは、モニタとともに用いられ、専用のケーブルを介して外部機器と接続するこ
とにより、外部機器に記録または表示されている情報をモニタに出力させることができる
。本実施の形態では、電子機器２は３つの接続端子３を有し、３つの接続端子３は、電子
機器２の前面２ａにおける左下角近傍において、左右方向に並んで前面２ａから突出して
設けられている。
【００１２】
　意匠カバー４は、電子機器２の前面２ａを覆うように装着され、意匠カバー４の前方側
の端部である前端部４ａに形成される前面意匠によって、高級感を演出するなどの見栄え
を良くすることを実現している。同時に、外部機器との接続に必要な接続端子３を外部に
露出させることができるように構成されている。
【００１３】
　このような意匠カバー４は、接続端子３を露出させるための凹部１４によって形成され
る開閉空間Ｓ内において接続端子３を露出させた状態で、電子機器２の前面２ａを覆うよ
うに装着される意匠カバー本体１１と、接続端子３が露出している開閉空間Ｓを覆うよう
に意匠カバー本体１１に取り付けられる操作カバー本体２１とによって構成される。
【００１４】
　先ず意匠カバー本体１１について説明する。意匠カバー本体１１には、凹部１４と、開
閉空間Ｓを覆う操作カバー片２２が嵌合する嵌合部１６が形成されている。本実施の形態
では、凹部１４および嵌合部１６は、意匠カバー本体１１の前端部における左下角近傍に
おいて形成され、この位置は、意匠カバー４を電子機器２へ装着したときに、電子機器２
の前面２ａから突出する接続端子３の位置に対応する。
【００１５】
　凹部１４は、上壁部１４ａ、下壁部１４ｂ、左壁部１４ｃ、右壁部１４ｄ、および底部
１４ｅとから成り、有底矩形筒状に形成されている。また、底部１４ｅには、接続端子３
を挿通させる貫通孔（本実施の形態では３つの貫通孔）１４ｆが形成されている。したが
って、貫通孔１４ｆを挿通した接続端子３を、各壁部１４ａ～１４ｅと嵌合部１６に嵌合
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された操作カバー片２２とによって囲まれる開閉空間Ｓ内に収容させることができる。
【００１６】
　操作カバー片２２が、嵌合部１６に嵌合されている状態にあるときは、接続端子３は外
部から視認することができないが、操作カバー片２２を嵌合部１６から変位させることに
よって、接続端子３を外部に露出させることができる。
【００１７】
　凹部１４には、上壁部１４ａおよび底部１４ｅと左壁部１４ｂまたは右壁部１４ｃとに
よって形成される各上方角部付近に、レール案内部１７がそれぞれ形成される。以下、右
側に形成されるレール案内部１７について説明する。なお、左側に形成されるレール案内
部１７は、開閉空間Ｓの重心を含むＸＺ平面に平行な仮想一平面に対して右側レール案内
部１７と面対称に形成されるため説明を省略する。
【００１８】
　右側レール案内部１７は、嵌合突起１７ａと、第１案内部分１７ｂと、第２案内部分１
７ｃとを含む。嵌合突起１７ａは、略円錐台状の凸条であり、右壁部１４ｄから突出して
設けられ、右壁部１４ｄから左壁部１４ｃに向かって半径が減少する方向に傾斜する側壁
部１８ａと側壁部１８ａに連なる先端部１８ｂとを有する。
【００１９】
　第２案内部分１７ｃは、Ｚ方向に延び、ＸＹ平面に平行な仮想一平面で切断した断面に
おいて、略Ｌ字状の形状をしている。第２案内部分１７ｃは、右壁部１４ｄにおいて嵌合
突起１７ａよりも下方の部分から右壁部１４ｄに対して垂直に立設する矩形板状の第１壁
部１８ｃと、第１壁部１８ｃの先端部から上壁部１４ａに向かって第１壁部１８ｃに対し
て垂直に立設する矩形板状の第２壁部１８ｄとを有する。第１案内部分１７ｂは、Ｚ方向
に延びる矩形板状であり、上壁部１４ａにおいて第２案内部分１７ｃの第１壁部１８ｃに
対向する位置に、上壁部１４ａから突出して設けられる。
【００２０】
　さらに、底部１４ｅにおいて、第１案内部分１７ｂ、第２案内部分１７ｃ、上壁部１４
ａ、および右壁部１４ｃによって囲まれる領域をＺ方向に投影した部分には、レール貫通
孔１９が形成されており、案内レール片２３が挿通可能である。
【００２１】
　次に、操作カバー本体２１について説明する。操作カバー本体２１は、操作カバー片２
２と一対の案内レール片２３とを含む。操作カバー片２２は、Ｙ方向に延び、ＸＺ平面に
平行な仮想一平面で切断した断面において、前方側が凸である略「く」の字状の形状をし
ている板状部材であって、意匠カバー本体１１に形成される嵌合部１６に嵌合するように
形成されている。意匠カバー本体１１において嵌合部１６の左右両側は、ＸＺ平面に平行
な仮想一平面で切断した断面において、前方側が凸である略「く」の字状の形状をしてお
り、嵌合部１６に操作カバー片２２が嵌合された状態では、意匠カバー本体１１と操作カ
バー本体２１とによって、左右方向に連続した形状が形成されている。
【００２２】
　操作カバー片２２の前方端部２２ａには、左右方向の中央付近であって、かつ凸条に形
成される頂部２２ｃよりも下部に形成される凹所から成る操作部２２ｄが設けられる。本
実施の形態では、操作カバー片２２は、後述するように上方へ変位するように構成されて
いるので、このような操作部２２ｄを設けることによって、操作部２２ｄに指が係合され
易くなり、操作部２２ｄに係合している指で操作カバー片２２を上方に押圧することによ
って、閉鎖位置にある操作カバー片２２を容易に上方へ変位させることができる。
【００２３】
　一対の案内レール片２３は、操作カバー片２２の後方端部２２ｂから突出して設けられ
る。後方端部２２ｂにおいて、一対の案内レール片２３が設けられる位置は、閉鎖位置に
配置された操作カバー片２２においてレール貫通孔１９に対向する位置である。以下、右
側に形成される案内レール片２３について説明する。なお、左側に形成される案内レール
片２３は、操作カバー片２２の重心を含むＸＺ平面に平行な仮想一平面に対して案内レー
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ル片２３と面対称に形成されるため説明を省略する。
【００２４】
　案内レール片２３は、操作カバー片２２側の一端部２３ａから他端部２３ｂにわたって
、架空点Ｌ０を中心として同一の曲率を持って湾曲して延びる板状部材である。案内レー
ル片２３は、中心Ｌ０が、操作カバー片２２の略上方に位置するように形成されており、
したがって、下向きに凸の円弧状に形成されている。案内レール片２３は、一端部２３ａ
から他端部２３ｂにわたって同一の幅Ｗ１を有しており、この幅Ｗ１は、レール案内部１
７における第１案内部分１７ｂと第２案内部分１７ｃの第１壁部１８ｃとの間の寸法Ｄ１
よりも僅かに短くなるように決定されている。
【００２５】
　また、案内レール片２３には、厚み方向（左右方向）の一方側であって、当該案内レー
ル片２３が挿通されるレール案内部１７における嵌合突起１７ａが接触する側（右側案内
レール片２３においては右側）に、案内溝２４および組込み案内溝２６が形成されている
。案内溝２４は、一端部２３ａ近傍から他端部２３ｂ近傍にわたって延びる第１区間Ｌ１
に形成される凹条の溝であり、組込み案内溝２６は、第１区間Ｌ１に連なる第２区間Ｌ２
と、第２区間Ｌ２に連なり、他端部２３ｂまで延びる第３区間Ｌ３とにわたって形成され
る凹条の溝である。案内溝２４および組込み案内溝２６は、後述する第１および第２嵌合
凹所２５ａ，２５ｂが形成される部分を除き、同一の溝幅Ｗ２を有する。また、案内溝２
４の溝深Ｓ１は、組込み案内溝２６の溝深Ｓ２よりも大きい。
【００２６】
　さらに、案内レール片２３には、案内溝２４の開放方向上流側の端部に連なって、嵌合
突起１７ａが着脱自在に嵌り込んで係止される第１嵌合凹所２５ａが形成され、開放方向
下流側の端部に連なって、嵌合突起１７ａが着脱自在に嵌り込んで係止される第２嵌合凹
所２５ｂが形成される。第１および第２嵌合凹所２５ａ，２５ｂは、直径Ｗ３の直円筒の
内周面の一部によって形成され、案内溝２４と同一の溝深Ｓ１を有する。また、第１およ
び第２嵌合凹所２５ａ，２５ｂは、その直径Ｗ３が、案内溝２４および組込み案内溝２６
の溝幅Ｗ２よりも大きくなるように形成されている。
【００２７】
　さらに、第２嵌合凹所２５ｂには、第２嵌合凹所２５ｂ内の底面から隆起し、第２嵌合
凹所２５ｂに嵌合した嵌合突起１７ａの先端部１８ｂを支持する隆起部２７が形成される
。
【００２８】
　このような意匠カバー本体および操作カバー本体は、たとえばポリカーボネートとＡＢ
Ｓ（Acrylonitrile Butadiene Styrene）樹脂のアロイであるポリカＡＢＳによって形成
される。
【００２９】
　以下、レール案内部１７に取り付けられた案内レール片２３において嵌合突起１７ａが
嵌合している位置に応じて場合分けをして説明を行う。
【００３０】
　案内レール片２３において案内溝２４が形成される第１区間Ｌ１に嵌合突起１７ａが嵌
合されている場合、嵌合突起１７ａの側壁部１８ａと案内溝２４の上端部２４ａとが互い
に接触した状態で、案内レール片２３は、案内溝２４に沿って摺動する。このとき、嵌合
突起１７ａの先端部１８ｂと案内溝２４の底面とは間を空けて離間している。また、第２
案内部分１７ｃの第２壁部１８ｄと嵌合突起１７ａとの間に挟まれる案内レール片２３は
、押圧力が作用することによって保持されている。嵌合突起１７ａにおいて案内溝２４の
溝幅Ｗ２と同一の直径Ｗ２を有する断面を含む仮想一平面と第２壁部１８ｄとの間の距離
Ｔ２が、案内レール片２３の板厚Ｔ１よりも短く（すなわち、Ｔ１＞Ｔ２）なるように、
案内レール片２３の第１区間Ｌ１が形成されているので、案内レール片２３に対し押圧力
が作用する。このような押圧力が作用することによって、操作カバー本体２１を開閉区間
に相当する第１区間Ｌ１の任意の位置において、意匠カバー本体１１に対して操作カバー
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本体２１を保持することができる。
【００３１】
　図１および図２に示すように案内レール片２３の第１嵌合凹所２５ａに嵌合突起１７ａ
が嵌合されている場合、すなわち操作カバー片２２が開放位置に配置されている場合、嵌
合突起１７ａの側壁部１８ａと第１嵌合凹所２５ａの上端部とが互いに接触した状態で、
嵌合突起１７ａが第１嵌合凹所２５ａに係止されている。このとき、嵌合突起１７ａの先
端部１８ｂと第１嵌合凹所２５ａの底面とは間を空けて離間している。この場合、第１嵌
合凹所２５ａの直径Ｗ３が、案内溝２４および組込み案内溝２６の溝幅Ｗ２よりも大きく
なっているので、案内溝２４における場合と比較して、嵌合突起１７ａは、より大きく嵌
合されている。このとき、嵌合突起１７ａは、第１嵌合凹所２５ａに連なる案内溝２４お
よび組込み案内溝２６の上端部によって係止される。したがって、開放位置にある操作カ
バー本体２１には、車両の振動によって大きな回転トルクが作用することになるが、嵌合
突起１７ａを第１嵌合凹所２５ａに嵌合させることによって大きな係止力を発生させるこ
とができるので、操作カバー本体２１を勝手に変位させないようにすることができる。
【００３２】
　案内レール片２３において組込み案内溝２６が形成される第２区間Ｌ２に嵌合突起１７
ａが位置する場合、嵌合突起１７ａの先端部１８ｂが組み込み案内溝２６の底面と当接し
ている状態で、案内レール片２３は、組込み案内溝２６に沿って摺動する。このとき、第
２案内部分１７ｃの第２壁部１８ｄと嵌合突起１７ａの先端部１８ｂとの間に挟まれる案
内レール片２３は、前述する案内溝２４の場合に作用していた押圧力よりも強い押圧力が
作用することによって保持されている。嵌合突起１７ａの先端部１８ｂと第２壁部１８ｄ
との間の距離Ｔ３よりも組込み案内溝２６の底面部における案内レール片２３の厚さＴ４
（＝Ｔ１－Ｓ２）が大きくなり、かつＴ４－Ｔ３＞Ｔ１－Ｔ２となるように案内レール片
２３の第２区間Ｌ２が形成されているので、案内レール片２３に対し強い押圧力が作用す
る。
【００３３】
　このように第２区間Ｌ２にも組込み案内溝２６を形成することにより、開放位置にある
操作カバー片２１に大きな外力が作用した場合でも、組込み案内溝２６が形成されない場
合と比較して、操作カバー本体２１を容易に開放方向へ変位させることができる。したが
って、操作カバー片２２と接触した場合の安全性が向上されるとともに、操作カバー本体
２１が損壊してしまうことを防止することができる。また、案内溝２４の場合に作用して
いた押圧力よりも強い押圧力が作用することになるので、開放位置にある操作カバー片２
２が不用意に開放方向へ変位することを防止することができる。
【００３４】
　案内レール片２３において組込み案内溝２６が形成される第３区間Ｌ３に嵌合突起１７
ａが位置する場合も、嵌合突起１７ａの先端部１８ｂが組み込み案内溝２６の底面と当接
している状態で、案内レール片２３は、組込み案内溝２６に沿って摺動する。この第３区
間Ｌ３は、他端部２３ｂに向かって板厚が減少するように形成されているので、板厚の減
少に伴って作用する押圧力も減少する。したがって、嵌合突起１７ａが第２区間Ｌ２から
第３区間Ｌ３に向かうように案内レール片２３が摺動すると、案内レール片２３をレール
案内部１７から容易に離脱させることができる。また、操作カバー本体２１が意匠カバー
本体１１から離脱した場合でも、案内レール片２３の第３区間Ｌ３が先細に、かつ組込み
案内溝２６が形成されているので、案内レール片２３をレール案内部１７に容易に挿通さ
せることができ、操作カバー本体２１を容易に意匠カバー本体１１に取り付けることがで
きる。
【００３５】
　案内レール片２３の第２嵌合凹所２５ｂに嵌合突起１７ａが嵌合されている場合、すな
わち操作カバー片２２が閉鎖位置に配置されている場合、嵌合突起１７ａの側壁部１８ａ
と第２嵌合凹所２５ａの上端部とが互いに接触し、さらに嵌合突起１７ａの先端部１８ｂ
と第２嵌合凹所２５ａの底面から隆起する隆起部２７とが互いに接触した状態で、嵌合突



(7) JP 5193672 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

起１７ａが第２嵌合凹所２５ｂに係止されている。この場合、第２嵌合凹所２５ｂの直径
Ｗ３が、案内溝２４溝幅Ｗ２よりも大きくなっているので、案内溝２４における場合と比
較して、嵌合突起１７ａは、より大きく嵌合されている。このとき、嵌合突起１７ａは、
第２嵌合凹所２５ｂに連なる案内溝２４の上端部によって係止される。このように、嵌合
突起１７ａを第２嵌合凹所２５ｂに嵌合させることによって大きな係止力を発生させるこ
とができるので、車両の振動等によって操作カバー本体２１を勝手に変位させないように
することができる。さらに、隆起部２７によって嵌合突起２７ａの先端部２８ｂを支持し
ているので、車両の振動等による操作カバー本体２１のがたつきを可及的に低減すること
ができる。
【００３６】
　以下、操作カバー本体２１の開閉動作について説明する。図１は、操作カバー片２２が
開放位置にある状態を示している。図１に示すように、本実施の形態では、操作カバー片
２２は、閉鎖位置から架空点Ｌ０を中心とし、案内レール片２３によって決定される円周
軌道に沿って上方の開放位置まで変位可能に構成されている。
【００３７】
　架空点Ｌ０の位置は、案内レール片２３の形状および寸法を決定することによって、予
め定めることができる。この架空点Ｌ０を、図１に示すように、操作カバー片２２の略上
方に設定することで、操作カバー片２２を閉鎖位置から開放方向へ変位させる場合に、略
Ｚ１方向に変位を開始させることができる。したがって、操作カバー片２２の開閉動作に
伴う操作カバー片２２と周囲の構造体との干渉を防止するために設けられる干渉防止用の
隙間の隙間幅を可及的に低減させることによって、隙間を可及的に目立たなくさせ、意匠
カバー４の外観における美観を向上させることができる。
【００３８】
　本実施の形態の意匠カバー本体１１は、凹部１４の上方に前面パネル１２が装着される
。前面パネル１２は、文字などの情報の表示が可能な矩形板状のパネルであり、意匠カバ
ー本体１１において左右方向に延びて形成されるパネル嵌合部１３ａに嵌合させることに
よって、意匠カバー本体１１に装着される。
【００３９】
　前面パネル１２と嵌合部１６に嵌合される操作カバー片２２との間には干渉防止用隙間
３０が設けられる。この干渉防止用隙間３０は、操作カバー片２２の開閉動作に伴う操作
カバー片２２の上端部２２ｅと前面パネル１２の下端部１２ａとの干渉を防止するために
設けられる。本発明によれば、操作カバー片２２を閉鎖位置から開放位置まで変位させる
場合に、操作カバー片２２が閉鎖位置から略Ｚ１方向に変位が開始されるので、操作カバ
ー片２２の上端部２２ｅと前面パネル１２の下端部１２ａとの間の距離、すなわち干渉防
止用隙間３０の溝幅を可及的に低減させることができる。したがって、意匠カバー４の前
方側の端部である前端部４ａに形成される前面意匠において、隙間を可及的に目立たなく
させることができるので、意匠カバー４の外観における美感を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態の開閉案内機構１を示す断面図である。
【図２】図１の切断面線ＩＩ－ＩＩから見た断面図である。
【図３】意匠カバー本体１１の一部を示す正面図である。
【図４】操作カバー本体２１を示す正面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　開閉案内機構
　２　電子機器
　３　接続端子
　４　意匠カバー
　１１　意匠カバー本体
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　１４　凹部
　１７　レール案内部
　１７ａ　嵌合突起
　２１　操作カバー本体
　２２　操作カバー片
　２３　案内レール片
　２４　案内溝
　２５ａ　第１嵌合凹所
　２５ｂ　第２嵌合凹所
　２６　組込み案内溝
　２７　隆起部
　Ｓ　開閉空間
　Ｌ０　回転中心

【図１】 【図２】
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